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国道１７３号の地すべり通行止め解除について 

平成２９年１２月１日
京都府中丹西土木事務所 
０ ７ ７ ３ － ２ ２ － ５ 16 0

平成２９年１０月２１日～２３日の台風２１号による影響で法面崩壊の恐れが生じた

ため全面通行止めとしています国道１７３号につきまして、下記のとおり通行止め解除を行

うこととしましたのでお知らせします。 

なお、法面につきましては、引き続き監視が必要な状況であり、管理基準値を超える地す

べりが発生した場合には、直ちに全面通行止めの措置をとらせていただきます。 

記 

１ 通行止め路線（地区）： 国道173号（福知山市三和町大原地内） 

２ 通行止め解除日時：平成２９年１２月７日（木）午後３時（予定） 

３ 通行止め解除にあたっての留意事項 

◎ 別紙被災状況概要図の着色箇所周辺には監視装置を設置しており、また所々亀裂も発

生している状況であり危険ですので、立ち入りはご遠慮いただきますようお願いしま

す。 

◎ 国道沿いに警報装置を設置しており、管理基準値を超える地すべりが発生した場合に

は、危険をお知らせするため警告灯（２４時間対応）の点灯及び警報（７時～１９時対

応）が鳴りますのでご承知ください。 

◎ 警告灯が点灯したり警報が鳴った場合には、危険ですので国道は通行しないようにお

願いします。なお、現地における通行止めの措置（バリケードの設置及び交通誘導員の

配置）については、対応に時間を要しますので、警告灯等にご注意いただきまようお願

いします。 

◎ 現地には職員が常駐しませんので、問い合わせ等は下記にご連絡いただきますようお

願いします。 

４ 連絡先： 京都府中丹西土木事務所 道路計画室 

        佐野、柳原、上村 0773-22-5160 



５ 位置図： 

＜参考＞ 

管理基準値（現地に設置している伸縮計での観測値） 

１日１０mm以上、又は時間２mm以上を２時間以上、又は１時間４mm以上 

なお、動物等が触れることにより誤動作することもありますが、安全のため警告灯及び

警報に従っていただきますようお願いします。 

以上 
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